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4 行政機関等における雇用促進の取組み

平成15（2003）年10月に、厚生労働省内における母子家庭雇用促進チームによってとりま

とめられた「母子家庭の雇用促進に向けた当面の取組」や、平成16（2004）年３月に、関係

省庁で構成される母子家庭の母の就業支援に関する関係省庁連絡課長会議によって、「国の機

関の非常勤職員を公募する場合に、その求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提

供するとともに公益法人等に職員の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供す

ることを要請するなど、母子家庭の母の就業の促進に配慮する。」旨申し合わせたことに基づ

き、国の機関の非常勤職員の求人情報を母子家庭等就業・自立支援センターへ提供するとと

もに公益法人や社会福祉施設等の関係団体や地方公共団体に対しても、非常勤職員等の求人

情報について、母子家庭等就業・自立支援センターへ提供するよう要請している。

こうした取組みにより、平成16（2004）年４月から12月までの間に、母子家庭等就業・自

立支援センターの情報提供を通じて、国の機関には44名（１日の勤務時間が８時間で週５日

勤務している者は10名、それに満たない時間数・日数で勤務している者は34名）が採用され

ており、地方公共団体及び関係団体には179名（１日の勤務時間が８時間で週５日勤務してい

る者は42名、それに満たない時間数・日数で勤務している者は137名）が採用されている（採

用者数は厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課調べによる。）。

さらに、母子家庭の母の雇入れの促進を図るとともに、母子家庭の母の就業機会を確保す

るため、母子福祉団体等への受注機会の増大が図られるよう配慮を促すため、平成16（2004）

年８月18日に、職業安定局長から（社）日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会

連合会、全国中小企業団体中央会に対し、母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法第

５条及び第６条に基づいて要請を行った。

また、事業者向けリーフレットを用い、様々な事務手続の機会をとらえ、民間事業者に対

し母子家庭の母の雇用について協力を要請している（図表2－1－18）。



第　 節 母子家庭の母の就業支援に関する施策1

26

２
章
２
章

図表2-1-18




